
 

船舶事故等調査報告書 

平成２６年３月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第１６２号 

事故等種類 衝突（桟橋） 

発生日時 平成２５年１０月２６日 １３時２５分ごろ 

発生場所 高知県須崎市須崎港内の石灰石採掘会社の桟橋  

 須崎市所在の土佐須崎港新荘第１号防波堤灯台から真方位２１９°

３４０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°２２.９′ 東経１３３°１６.９′） 

事故等調査の経過  平成２５年１１月７日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 須
す

寿
ず

川
がわ

丸、９４トン 

   １３２９１７、川崎近海汽船株式会社 

Ｂ バージ 須寿川丸、１,４３０トン 

   なし、川崎近海汽船株式会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷船首部に凹損 

桟橋 橋脚部の鋼材が変形 

 事故等の経過  Ａ船は、船長ほか３人が乗り組み、船首部をＢ船の船尾凹部に嵌
かん

合

して一体型プッシャーバージ（以下「Ａ船押船列」という。）を形成

し、積荷役のため、須崎港内の石灰石採掘会社の桟橋（以下「本件桟

橋」という。）において、入り船右舷着けの着桟作業中、平成２５年

１０月２６日１３時２５分ごろ、前進行きあしを止めようとして主機

の操縦ハンドルを後進にかけたが、クラッチが作動せず、桟橋に取っ

ていた右舷スプリングライン及び左舷錨を併用して行きあしを止める

操作を行ったものの、行きあしが止まらず、Ｂ船の右舷船首が本件桟

橋の橋脚部に接触し、Ｂ船の右舷船首部に凹損を、橋脚部の鋼材に変

形をそれぞれ生じた。 

 Ａ船押船列は、荷役を中止して港内の公共岸壁に移動することと

し、主機の操縦ハンドルを前後進にかけたものの、クラッチが作動せ

ず、自力での航行は不可能と思い、運航会社に救援を要請した。 

 Ａ船押船列は、タグボートにえい
．．

航されて公共岸壁に着岸し、修理

会社の担当者、船舶管理会社の担当者及び機関製造会社の担当者立会

いの上、主機の運転試験を行ったが、クラッチの作動は正常であり、

不具合が再現できなかった。 



 

 機関製造会社の担当者は、異常の発生状況から、主機遠隔操縦装置

の主機操作盤及び警報盤各部の点検及び配線接続端子の増し締め等を

行った後、中央演算処理ユニット（以下「ＣＰＵ」という。）及びＣ

ＰＵに電源を供給している電源ユニットに不具合がある可能性が大き

いと思い、本船手持ちの予備品と交換後、作動試験を行い、良好であ

ることを確認した。 

 Ａ船押船列は、その後、通常どおりの運航状態に戻り、平成２５年

１２月２日現在、異常なく運航されている。 

気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 その他の事項 

 

 Ａ船押船列は、通常、本件桟橋で石灰石を積載し、須崎港内のセメ

ント製造会社の専用岸壁に運んで荷揚げする航海を１日３回繰り返し

ていた。 

 主機の遠隔操縦装置は、操縦ハンドルの位置に応じて前進用又は後

進用電磁弁を作動させ、油圧回路を切り替えて前進クラッチ又は後進

クラッチの嵌脱を行う仕組みになっており、クラッチの嵌脱が適切に

行われるよう、操縦ハンドルの位置及び主機の運転状況を把握し、電

磁弁の作動時機を制御するＣＰＵを内蔵していた。 

 船長は、平成１４年の本船の建造当初から乗り組み、本件桟橋への

着桟を約９,５００回経験していたが、本事故時までクラッチの作動

異常を経験したことはなかった。 

 Ａ船押船列では、本事故時、乗組員２人が船首に、機関長が船尾に

それぞれ配置され、船長が１人で操船に当たっていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

なし 

あり 

なし 

 Ａ船押船列は、須崎港の本件桟橋で着桟作業中、前進行きあしを止

めようとして主機の操縦ハンドルを後進にかけた際、主機遠隔操縦装

置のＣＰＵ又は電源供給ユニットの作動に不具合が生じたことから、

クラッチが作動せず、本件桟橋に取っていた右舷スプリングライン及

び左舷錨を併用して行きあしを止める操作を行ったものの、行きあし

が止まらず、本件桟橋の橋脚部に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、須崎港の本件桟橋で着桟作業中、前進行

きあしを止めようとして主機の操縦ハンドルを後進にかけた際、主機

遠隔操縦装置のＣＰＵ又は電源供給ユニットの作動に不具合が生じた

ため、クラッチが作動せず、本件桟橋に取っていた右舷スプリングラ

イン及び左舷錨を併用して行きあしを止める操作を行ったものの、行

きあしが止まらず、本件桟橋の橋脚部に衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 



 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・離着桟作業開始前には、必ず前後進試験を行ってクラッチの作動

状況を確認すること。 

 


